
　
介
護
保
険
制
度
は
、
で
き
る
限
り
自
立
し

た
日
常
生
活
を
送
る
た
め
に
、
介
護
が
必
要

に
な
っ
た
高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
社
会
全
体

で
支
え
て
い
く
仕
組
み
で
す
。

　
高
齢
者
が
安
心
・
安
全
な
生
活
を
送
る
た

め
に
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
納
め

る
介
護
保
険
料
を
財
源
の
半
分
と
し
て
い
る

た
め
、
保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
る
と
、
介
護

保
険
の
健
全
な
運
営
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　
必
要
な
と
き
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
安
心

し
て
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
保
険
料
は
必
ず
納

期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課　
介
護
保
険
班　
☎（
２
４
８
）１
１
０
２

65
歳
以
上
の
人
へ

保
険
料
を
滞
納
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

　
特
別
な
事
情（
災
害
、
失
業
な
ど
）が
な
く

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
期
間
に
応
じ
て
延
滞

金
な
ど
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
際
に
、
給

付
制
限
や
自
己
負
担
額
の
引
上
げ
の
措
置
を

受
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
納
付
に
十
分
な
資
力

が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
強
制
処

分（
預
金
の
差
押
な
ど
）を
行
な
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
災
害
や
病
気
、
失
業
、
事
業
の
休
廃
止
な

ど
や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
期
内
納
付
が
困

難
な
場
合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
生
活
状
況
な
ど
に
よ
り
、
納

付
計
画
を
作
成
し
ま
す
。

第一号被保険者
（65歳以上）

23.0％

保
険
料

公
　費

第二号被保険者
（40～64歳）

27.0％

市
12.5％

国
25.0％

県
12.5％

納
入
通
知
書（
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）

を
送
付
し
ま
す

　
6
月
中
旬
に
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。
こ
の
通
知
書
に
は
保
険
料
の
算
定
根
拠

と
支
払
方
法
・
納
期
限
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
令
和
2
年
中
の
所
得
に
よ
っ
て
、
保
険

料
・
納
付
方
法
が
変
わ
る
人
が
い
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方

　
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人
は
原
則
特

別
徴
収
と
な
り
ま
す
が
、
次
の
場
合
な
ど

は
、
一
時
的
に
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

・
65
歳
に
な
っ
て
半
年
か
ら
１
年
の
期
間

・
年
度
途
中
で
保
険
料
額
や
年
金
額
が
変
更

に
な
っ
た
と
き

・
転
入
し
て
き
た
人

・
年
金
担
保
が
あ
る
人
　
な
ど

▼
特
別
徴
収
と
は

　
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付

　（
年
6
回
の
年
金
支
給
月
）

▼
普
通
徴
収
と
は

　
納
付
書
払
い
や
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

　（
6
月
か
ら
翌
年
1
月
ま
で
の
毎
月
）

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
の
年
金
振
込
通
知

書
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
10
月
以
降
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、
年

金
振
込
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
と
、
市

か
ら
送
付
す
る
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書

に
記
載
さ
れ
た
金
額
が
一
致
し
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
実
際
に
天
引
き
さ
れ
る
介
護
保

険
料
は
、
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
記

載
さ
れ
た
金
額
で
す
。 

令
和
2
年
度
か
ら
の
主
な
変
更
点

・
令
和
2
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
合
計

所
得
金
額
の
計
算
方
法
が
変
更
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
増
加
す
る
所
得
金

額
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
合
計
所
得
金
額
か
ら
増
加
し
た
金
額

を
控
除（
最
大
10
万
円
）し
た
金
額
を
介
護

保
険
料
算
定
に
用
い
ま
す
。

※
所
得
の
種
類
・
金
額
や
住
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
り
、
適
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
送
付
す
る
通
知
書
に
記
載
の
合
計
所
得
金

額
は
控
除
後
の
金
額
に
な
り
ま
す
。

・
左
表
の
段
階
の
合
計
所
得
金
額
の
範
囲
が

変
更
に
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課　
介
護
保
険
班　
☎（
２
４
８
）１
１
０
２

令
和
３
年
度
の

（単位：万円）

段階 以上～未満

令
和
2
年
度

第７段階 120～200

第８段階 200～300

第９段階 300～400

令
和
３
年
度

第７段階 120～210

第８段階 210～320

第９段階 320～400

補助制度 補助対象 補助額

耐震診断費
補助

・市内にある戸建て木造住宅で住
宅所有者本人が住んでいるもの

・昭和56年5月31日以前に着工
した建築物か、り災証明などに
より熊本地震での被災が確認で
きること

・建築基準法に違反のない建築物　など
※昭和56年6月1日以降に増築し
た部分の面積が延床面積の1/2
を超えている建築物は対象外

費用の2/3以内
（限度額8万6千円）

耐震改修
設計費補助 ・市内にある戸建て木造住宅で住

宅所有者本人が住んでいるもの
・地上階数が3階以下のもの
・昭和56年5月31日以前に着工
した建築物か、り災証明などに
より熊本地震での被災が確認で
きること

費用の2/3以内
（限度額20万円）

耐震改修
工事費補助

費用の1/2以内
（限度額60万円）

耐震改修設計費・
耐震改修工事費
一括補助

費用の4/5以内
（限度額100万円）

危険ブロック塀などの撤去費用を
補助します 耐震改修などの費用を補助します

　大地震に備えて、危険なブロック塀などの撤
去費用の補助を行ないます。
対　象
・避難路に面するもの
・ブロック塀などが面する道路面から80㎝以上

のもの(擁壁の上に設置されている場合はブ
ロック塀など自体の高さが60㎝以上のもの)

・市が安全点検を行ない、安全対策が必要と判
断されたもの　など

補助額　次のいずれか低い額
①撤去工事の見積書
②撤去するブロック塀の長さ（ｍ）×１万２千円
③20万円
申込期限　12月28日(火)　午後５時
必要書類　補助金交付申請書・費用の見積書　
　　　　　など
※詳しくは、お尋ねになるか市ホームページを

ご覧ください。

●申し込み・問い合わせ先　　
　都市計画課　建築住宅班　☎２４８−３８５５

　今後の大地震に備え、市民の皆さんが安心して住み続けら
れる住まいを確保するため、戸建て木造住宅の耐震診断・耐
震改修設計・耐震改修工事の費用を補助します。
申込期限　10月29日（金）　午後５時
必要書類　補助金交付申請書・費用の見積書　など

●申し込み・問い合わせ先
　都市計画課　建築住宅班　☎２４８−３８５５

　
在
宅
の
高
齢
者
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
必
要
に
応
じ
て
生
活
状
況
を
確

認
し
、
審
査
な
ど
を
行
な
い
ま
す
。

認
知
症
高
齢
者
家
族
や
す
ら
ぎ
支
援
事
業

　
認
知
症
の
高
齢
者
を
自
宅
で
介
護
す
る
家

族
が
、
外
出
な
ど
で
支
援
が
必
要
な
時
間

に
、
や
す
ら
ぎ
支
援
員
が
訪
問
し
、
見
守
り

を
行
な
い
ま
す
。

▼
対
象
者

　
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基
準
ラ
ン
ク
Ⅰ
か

ら
ラ
ン
ク
Ⅱ
ｂ
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
る

高
齢
者
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族

▼
利
用
料　
１
時
間
当
た
り
１
５
０
円

　（
１
回
当
た
り
４
時
間
ま
で
）

在
宅
高
齢
者
家
族
介
護
用
品
給
付
事
業

　
要
介
護
度
３
以
上
で
紙
お
む
つ
な
ど
が
常

時
必
要
な
住
民
税
が
非
課
税
の
高
齢
者
を
、

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
に
対
し
て
介
護

用
品
を
給
付
し
ま
す
。

▼
給
付
す
る
介
護
用
品

　
紙
お
む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ト
、
使
い
捨
て

手
袋
、
清
拭
剤
、
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー

▼
給
付
限
度
額　
１
月
当
た
り 

４
、５
０
０
円

高
齢
者
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
班（
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
内
）　
☎（
２
４
８
）１
１
２
６

65
歳
以
上
の
人
へ

在
宅
高
齢
者
安
心
確
保
事
業

　
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
で
、
転
倒
の
危
険

性
が
高
い
人
や
発
作
な
ど
で
緊
急
対
応
の
可

能
性
が
高
い
人
の
自
宅
に
、
緊
急
通
報
装
置

を
設
置
し
ま
す
。
主
に
、
緊
急
時
の
通
報
受

付
や
定
期
的
な
安
否
確
認
な
ど
を
行
な
い
ま

す
。

▼
利
用
料　
無
料

緊急通報装置　携帯型 緊急通報装置
BOX型(固定電話対応）

簡単操作
・ソフトバンク　ボタンを押す
・ドコモ　ひもを引っ張る
自宅敷地内どこからでも通報・会話が可能
（持ったまま外出しないでください）

本体
・大きなボタンで押しやすい
・会話が可能
ペンダント
・自宅敷地内で身につけてください
・会話はできません
※設置には固定電話回線が必要です

本体

ドコモ ソフトバンク

ペンダント
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介護保険の財源


